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いつもお世話になっております。

三寒四温の言葉どおり、冬が行きつ戻りつしている昨今ですが、皆様変わりなく

お過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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2025年3月の税務

3月10日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日

●前年分贈与税の申告（申告期間：2月3日から3月17日まで）

●前年分所得税の確定申告（申告期間：2月17日から3月17日まで）

●所得税確定損失申告書の提出

●前年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出（延納期限：6月2日）

●個人の青色申告の承認申請（1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開

始日から2ヶ月以内）

●個人の道府県民税・市町村民税・事業税（事業所税）の申告

3月31日

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●1月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞

●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者（前年12月分）の3月ごとの期間

短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞

●法人・個人事業者（前年12月分及び当年1月分）の1月ごとの期間短縮に係る確

定申告＜消費税・地方消費税＞

●7月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住



民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告＜

消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中

間申告（11月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞

令和７年度税制改正大綱　資産課税編

◆結婚・子育て資金の贈与非課税は２年延長

　結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度（直系尊属からの贈与について結婚資

金は300万円まで、子育て資金は1,000万円までを非課税）は、「こども未来戦略

」の集中取組期間（令和８年度まで）にあることを勘案し、２年間の延長となり

ました。

◆法人版事業承継は役員就任要件を見直し

　事業承継における非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、経営承

継円滑化法による特例承継計画の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者

から贈与により取得した後継者の贈与税の納税を猶予し、贈与者の死亡等により

猶予税額の納付を免除するものです。

　特例措置の適用期限は、令和９年12月31日です。これまで後継者である受贈者

には贈与日まで引き続き３年以上、当該法人の役員に就任していることが要件と

なっていましたが、令和６年12月31日で役員に就任していない場合でも、贈与の

直前に役員に就任していれば適用できるようになります。令和７年１月1日以後

の贈与から適用されます。

◆個人版事業承継は事業従事要件を見直し

　事業承継における個人の事業用資産の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、経

営承継円滑化法による個人事業承継計画の認定を受けた後継者が宅地等、建物、

その他減価償却資産の事業用資産を先代経営者から贈与により取得した場合、贈

与税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです

。

　特例措置の適用期限は、令和10年12月31日です。これまで後継者である受贈者

には贈与日まで引き続き３年以上、当該事業に従事していることが要件となって

いましたが、法人版事業承継税制の改正と併せて、贈与の直前に事業に従事して

いれば適用できるようになります。令和７年１月1日以後の贈与から適用されま

す。

◆設備投資の固定資産税軽減は２年延長

　中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者の

生産性向上や賃上げに資する機械・装置等の設備投資について固定資産税の課税

標準の特例措置を見直しのうえ２年延長します。

　賃上げ方針を計画に位置付け、雇用者給与等支給額を1.5％以上引き上げる場

合、最初の３年間は課税標準の２分の１が減免され、３％以上引き上げる場合、

最初の５年間は課税標準の４分の３が減免されます。



令和７年度税制改正大綱　法人課税編

◆中小企業者等の軽減税率の特例は２年延長

　中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15％とされています

。この軽減税率の適用期限を２年延長したうえで、所得金額が年10億円を超える

事業年度については、税率を17％に引き上げます。

◆中小企業投資促進税制は２年延長

　中小企業投資促進税制は、適用期限を２年延長します。

◆売上100億超を目指す中小企業の支援措置

　中小企業経営強化税制は、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場

合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を２年延長したうえで

対象に売上高100億円超を目指し、一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追

加します。うち建物および附属設備（合計額1,000万円以上）の特別償却率と税

額控除率は、供用年度の給与増加割合が2.5％以上の場合、それぞれ15％と１％

、給与増加割合が５％以上の場合、それぞれ25％、２％とします。ほかにＡ類型

は経営向上指標を見直し、Ｂ類型は投資利益率を７％以上に引き上げ、Ｃ類型の

デジタル化設備、暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、新たに食品等

事業者の設備が適用対象となります。

◆地域未来投資促進税制を３年延長

　地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等

を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を３年延

長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35％（現行40％）に引き下げ、規模

要件を１億円以上（現行2,000万円以上）、前年度の減価償却費の25％以上に引

き上げたうえで特別償却率50％、税額控除率5％とする上乗せ措置の対象設備に

新たな類型を追加します。

◆企業版ふるさと納税を３年延長

　企業版ふるさと納税制度は、企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を

提供し、官民連携で地方への資金の流れを創出、人材還流を促して地域の社会課

題の解決をはかる制度です。企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約３割

の税額を軽減、４割は法人住民税の税額控除、２割は法人事業税の税額控除を受

けるので自己負担は１割で地方創生を応援することができます。

　一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、寄附活用

事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで適用

期限を３年延長します。
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